
  

参考資料２ 

歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづくり協議会規約 

平成１５年１月９日制定 

平成１５年３月２５日 一部改正 

  

（設置目的） 

第１条 「全国都市再生のための緊急措置～稚内から石垣まで～」の検討方向（報告）（平成１４年１

０月４日都市再生本部会合）に基づき、「歴史的なたたずまいを継承した街並み・まちづくり」の

実現に向け、関係行政機関が相互に密接な連携と協力を図り、施策を総合的に推進するため、「歴

史的なたたずまいを継承した街並み・まちづくり協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（活動内容） 

第２条 活動内容は次のとおりとする。 

１ 歴史的建築物のある街並みのたたずまいを継承するための以下の項目を中心とした共通の課題の

抽出及びその解決に向けた必要な検討 

イ 建築物等に関する規制の活用・見直し 

ロ 電線類の地中化等通りを中心とした景観整備・改善 

ハ 建築物や通り等ストックの活用による地域活性化方策 等 

２ 前号に掲げる検討内容の普及・活用方策の検討等 

 

（構成員） 

第３条 協議会の構成員は別表のとおりとする。 

２ 協議会は、合意に基づき、構成員を変更することができる。 

 

（会議） 

第４条 協議会は、必要に応じ、都市再生本部事務局の召集により随時開催する。 

２ 協議会は、必要に応じ、協議会以外の関係者の出席とその意見聴取を求めることができる。 

 

（事務局） 

第５条 協議会の事務を行なうため、事務局を置く。 

２ 事務局は、関係省庁の協力を得て、都市再生本部事務局が行う。 

 

（その他） 

第６条 前各条に定める以外の協議会の運営に関し必要な事項は、協議のうえ別途定める。 

 

附 則 

この規約は、平成１５年１月９日から施行する。 
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（別 表） 

協議会委員名簿 

 

内閣官房 都市再生本部事務局 参事官 

総務省 自治行政局 地域振興課長 

文化庁 文化財部 建造物課長 

経済産業省 商務流通グループ 流通産業課 中心市街地活性化室長 

国土交通省 総合政策局 事業総括調整官 

国土交通省 総合政策局 交通計画課長 

国土交通省 総合政策局 観光部 観光地域振興課 観光地域活動支援室長 

（観光レクリエーション計画室長） 

国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課長 

国土交通省 都市・地域整備局 街路課長 

国土交通省 都市・地域整備局 公園緑地課長 

国土交通省 都市・地域整備局 まちづくり推進課 都市総合事業推進室長 

国土交通省 河川局 河川計画課長 （河川情報対策室長） 

国土交通省 道路局 地方道・環境課長 

国土交通省 住宅局 建築指導課長 

国土交通省 住宅局 市街地建築課長 

国土交通省 港湾局 環境整備計画室長 

 

函館市 都市建設部長 

函館市 教育委員会 生涯学習部長 

会津若松市 建設部長 

佐原市 建設経済部長 

金沢市 都市整備部長（建設部長） 

古川町 建設課長 

犬山市 都市整備部長 

京都市 都市計画局長 

奈良市 都市計画部長 

萩市 建設部長（建設部次長兼都市計画課長） 

内子町 産業振興課長（建設デザイン課長） 

臼杵市 建設産業部 都市デザイン課長 

臼杵市 教育委員会 文化財課長 

 

*（ ）は第 2 回までの職名を示す 


